
家計消費状況調査の概要 

Ⅰ 調査の概要 

 

１ 調査の目的 

この調査は、個人消費動向の更なる的確な把握に

資するため、情報通信技術関連の消費や購入頻度が

少ない高額商品・サービスなどの消費の実態を安定

的に捉えることを目的とする。 

 

２ 調査の対象と調査世帯の選定方法 

この調査は、施設等の世帯を除いた全国の世帯に

ついて行っている。調査世帯の選定方法は次のとお

りである。なお、標本設計には、平成 17 年国勢調

査の結果を用いている。 

(1) 抽出単位 

調査世帯の抽出には、層化２段抽出法を用い

ている。第１次抽出単位は調査地点（平成 17年

国勢調査のために設定された調査区で構成され

る）、第２次抽出単位は世帯としている。 

(2) 層化と調査地点数の配分 

① 全国を地方（９区分）及び都市階級（４区

分）別に区分し、この区分を層とする。層の

数は、四国地方で大都市に該当する市がない

ため、35 となっている。地方及び都市階級の

区分は次のとおり。 

ア 地方…北海道（北海道）、東北（青森県、

岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)、

関東（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、

千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野

県)、北陸（新潟県、富山県、石川県、福井

県)、東海（岐阜県、静岡県、愛知県、三重

県）、近畿（滋賀県、京都府、大阪府、兵

庫県、奈良県、和歌山県）、中国（鳥取県、

島根県、岡山県、広島県、山口県）、四国

（徳島県、香川県、愛媛県、高知県）、九

州・沖縄（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本

県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県）

の９地方 

イ 都市階級…大都市（政令指定都市（相模

原市及び岡山市を除く。）及び東京都区部）、

中都市（大都市を除く人口 15万以上の市）、

小都市Ａ（人口５万以上 15万未満の市）、

小都市Ｂ・町村（人口５万未満の市及び町

村）の４階級 

② 調査地点数は全国で 3,000 とし、層別の調

査地点数は各層の一般世帯数により比例配分

した数とする。 

(3) 調査地点の選定 

① 各層から、配分された調査地点数の４分の

１の数の国勢調査調査区を無作為に抽出し、

抽出された国勢調査調査区が含まれる市町村

を調査市町村とする。 

② 調査市町村では５年間継続して調査を行う

ため、市町村を五つの地域に分割する。なお、

①において、２以上の国勢調査調査区が抽出

された市町村では、抽出された国勢調査調査

区数の５倍の地域に市町村を分割する。分割

に当たっては、分割された各地域に含まれる

調査対象世帯数がほぼ同数になるようにする。 

③ ②で分割した地域のうち１地域について、

更に四つの地域に分割する。分割に当たって

は、分割された各地域に含まれる調査対象世

帯数がほぼ同数になるようにする。 

④ ③で分割した各地域から、国勢調査調査区

で構成される地域を無作為に１地域抽出し、

調査地点とする。 

⑤  ④で抽出した調査地点での調査終了後は、

②で分割した別の地域で調査地点の抽出を同

様に行い、調査地点を交替する。 

(4) 調査世帯の選定 

調査世帯の選定に当たっては、住民基本台帳

（又は選挙人名簿）から、調査地点の世帯をリ

ストした調査対象世帯名簿を作成する。この名

簿から、一定の統計上の抽出方法に基づき、調

査世帯を 10世帯（うち二人以上の世帯は９世帯、

単身世帯は１世帯）抽出する。これにより、全

国 3,000 地点から合計 30,000 世帯を抽出する。 

(5) 調査世帯の交替 

調査世帯は 12 か月間継続して調査し、(3)②

で分割された別の地域の世帯に交替する。 

また調査世帯は、12のグループに分けており、

原則として毎月１グループずつ調査世帯を交替

している。個々のグループに含まれる調査世帯

数は調査世帯全体の 12分の１の 2,500世帯とし

ている。 

住居の移転等で調査を継続することができな

くなった世帯は、調査予定期間が３か月以上残

されている場合には、臨時的に代替の世帯を選

定して残りの月の調査を行う。 





 

( )Xyearσ̂ ： 年平均の標準誤差 

( )mXσ̂  ： ｍ月の標準誤差 

なお、 標準誤差率の算出は以下による。  

標準誤差率 Xr  ＝ ( )Xσ̂ ÷ X ×100 

 

(5) 有効回答率 

平成 23年の有効回答率は 70.3％であった。 

平成 23年 12月までの有効回答率の推移は「図

有効回答率の推移」のとおり。 

 

７ 調査結果の利用 

この調査の結果は、四半期別ＧＤＰ速報（ＱＥ）

の推計に用いられているほか、家計調査において家

計消費指数の推計に用いられている。 

 

８ その他 

この調査は、統計法（平成 19年法律第 53号）に

基づく一般統計調査として実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                   表 「標準誤差及び標準誤差率」 （全国）

平成23年平均

支出金額

（円）

標準誤差

（円）

標準誤差率

（％）

支出金額

（円）

標準誤差

（円）

標準誤差率

（％）

支出金額

（円）

標準誤差

（円）

標準誤差率

（％）

世帯人員(人) 2.48 0.00 0.0 3.10 0.01 0.3 1.00 0.00 0.0

有業人員(人) 1.22 0.00 0.0 1.50 0.00 0.0 0.53 0.01 1.9

世帯主の年齢(歳) 58.3 0.1 0.2 59.0 0.1 0.2 56.5 0.3 0.5

01 移動電話(携帯電話・ＰＨＳ)使用料 8,585 51 0.6 10,391 60 0.6 4,221 74 1.8

02 固定電話使用料 2,486 10 0.4 2,744 11 0.4 1,861 22 1.2

03 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続料（ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ料金など） 1,886 12 0.6 2,102 9 0.4 1,367 32 2.3

04 ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ受信料（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続ｻｰﾋﾞｽとｾｯﾄ契約の場合） 742 8 1.1 923 8 0.9 302 15 5.0

05 ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ受信料（テレビ放送受信のみの場合） 425 5 1.2 462 5 1.1 336 14 4.2

06 衛星デジタル放送視聴料 262 4 1.5 298 3 1.0 175 10 5.7

07 たんす 115 9 7.8 134 12 9.0 68 13 19.1

08 ベッド 209 18 8.6 255 22 8.6 97 26 26.8

09 布団 394 17 4.3 454 15 3.3 251 40 15.9

10 机･いす(事務用･学習用) 141 9 6.4 172 9 5.2 66 20 30.3

11 食器戸棚 120 17 14.2 122 9 7.4 115 53 46.1

12 応接セット 206 15 7.3 263 20 7.6 68 19 27.9

13 楽器（部品を含む） 180 22 12.2 206 23 11.2 117 58 49.6

14 背広服 674 23 3.4 803 23 2.9 362 50 13.8

15 婦人用スーツ･ワンピース 944 19 2.0 1,064 22 2.1 654 48 7.3

16 和服(男子用･婦人用) 496 40 8.1 567 46 8.1 325 89 27.4

17 腕時計 279 29 10.4 269 18 6.7 304 87 28.6

18 装身具（アクセサリー類） 801 36 4.5 836 38 4.5 714 95 13.3

19 自動車（新車） 8,635 348 4.0 10,793 393 3.6 3,421 842 24.6

20 自動車（中古車） 2,510 128 5.1 3,216 158 4.9 803 255 31.8

21 自動車保険料（自賠責） 995 19 1.9 1,206 19 1.6 483 45 9.3

22 自動車保険料（任意） 2,829 34 1.2 3,446 36 1.0 1,337 85 6.4

23 自動車以外の原動機付輸送機器 263 24 9.1 327 32 9.8 107 38 35.5

24 自動車整備費 4,104 66 1.6 4,958 66 1.3 2,041 155 7.6

25 家屋に関する設備費･工事費･修理費(内装) 3,850 159 4.1 4,755 212 4.5 1,663 233 14.0

26 家屋に関する設備費･工事費･修理費(外装) 4,735 191 4.0 5,500 202 3.7 2,888 416 14.4

27 給排水関係工事費 1,469 60 4.1 1,812 80 4.4 643 91 14.2

28 庭・植木の手入れ代 700 22 3.1 723 23 3.2 643 49 7.6

29 家賃 11,314 148 1.3 8,735 111 1.3 17,543 382 2.2

30 宅地の地代 404 16 4.0 460 20 4.3 267 35 13.1

31 冷蔵庫 631 25 4.0 716 23 3.2 428 61 14.3

32 洗濯機 432 15 3.5 531 16 3.0 194 26 13.4

33 エアコンディショナ 885 31 3.5 1,036 29 2.8 517 76 14.7

34 ミシン 60 6 10.0 67 6 9.0 41 15 36.6

35 ステレオセット 58 8 13.8 67 8 11.9 37 17 45.9

36 パソコン 928 44 4.7 1,066 36 3.4 592 109 18.4

37 パソコン用周辺機器･ソフト 242 9 3.7 244 7 2.9 238 28 11.8

38 移動電話機(携帯電話機､PHSの本体価格と加入料) 379 22 5.8 429 13 3.0 257 64 24.9

39 ファクシミリ付固定電話機 64 3 4.7 75 3 4.0 38 7 18.4

40 テレビ 1,979 52 2.6 2,280 44 1.9 1,252 121 9.7

41 デジタル放送用チューナー･アンテナ 189 7 3.7 213 8 3.8 132 16 12.1

42 ビデオデッキ（DVDﾚｺｰﾀﾞｰ・ﾌﾟﾚｰﾔｰなどを含む） 489 19 3.9 562 13 2.3 312 49 15.7

43 テレビゲーム（ソフト含む） 214 11 5.1 220 6 2.7 201 35 17.4

44 カメラ（使い捨てのカメラは除く） 286 26 9.1 293 12 4.1 270 84 31.1

45 ビデオカメラ 102 8 7.8 124 7 5.6 50 19 38.0

46 カー・ナビゲーション 165 11 6.7 219 14 6.4 35 9 25.7

47 歯科診療代 2,107 103 4.9 2,345 68 2.9 1,530 337 22.0

48 歯科以外の診療代 4,655 48 1.0 5,557 35 0.6 2,478 148 6.0

49 出産入院料 132 16 12.1 187 22 11.8 - 0 -

50 出産以外の入院料 1,848 45 2.4 2,292 50 2.2 775 84 10.8

51 国公立授業料等(幼稚園～大学、専修学校) 1,820 42 2.3 2,551 60 2.4 54 19 35.2

52 私立授業料等(幼稚園～大学、専修学校) 7,008 158 2.3 9,816 224 2.3 225 97 43.1

53 補習教育費 2,501 46 1.8 3,452 61 1.8 205 60 29.3

54 有料道路料（ＥＴＣ利用） 757 10 1.3 927 9 1.0 346 21 6.1

55 有料道路料（ＥＴＣ以外の利用） 106 2 1.9 126 3 2.4 55 5 9.1

56 自動車教習料 463 24 5.2 644 33 5.1 27 14 51.9

57 航空運賃 851 55 6.5 866 28 3.2 816 181 22.2

58 宿泊料 1,720 30 1.7 2,024 28 1.4 986 71 7.2

59 パック旅行費（国内） 2,519 39 1.5 2,995 49 1.6 1,369 82 6.0

60 パック旅行費（外国） 1,982 74 3.7 2,311 74 3.2 1,185 207 17.5

61 スポーツ施設使用料 961 18 1.9 1,093 21 1.9 644 33 5.1

62 挙式･披露宴費用 1,370 106 7.7 1,841 140 7.6 232 136 58.6

63 葬儀･法事費用 3,804 247 6.5 3,534 218 6.2 4,460 664 14.9

64 信仰関係費 2,206 80 3.6 2,382 90 3.8 1,783 211 11.8

（参考）支出総額に記入のあった世帯について

支出総額 284,287 798 0.3 327,547 898 0.3 177,619 1,440 0.8

仕送り金 4,267 78 1.8 4,872 69 1.4 2,770 243 8.8

贈与金 9,182 151 1.6 10,087 173 1.7 6,956 290 4.2

インターネットを利用した支出総額 4,103 52 1.3 4,560 47 1.0 2,976 149 5.0

注）１世帯１か月当たり支出金額（農林漁家世帯を含む。）

総世帯 二人以上の世帯 単身世帯

 





 

  

地方 都市階級 調査対象世帯数 調査世帯数

01 北海道 1 大都市 833,796 440

2 中都市 504,372 280

3 小都市Ａ 375,088 240

4 小都市Ｂ・町村 655,636 400

02 東北 1 大都市 434,539 240

2 中都市 1,039,391 640

3 小都市Ａ 891,607 600

4 小都市Ｂ・町村 965,415 680

03 関東 1 大都市 6,887,132 3,600

2 中都市 5,804,382 3,520

3 小都市Ａ 3,631,162 2,360

4 小都市Ｂ・町村 1,466,347 1,000

04 北陸 1 大都市 296,554 200

2 中都市 646,888 400

3 小都市Ａ 485,210 320

4 小都市Ｂ・町村 444,846 320

05 東海 1 大都市 1,489,292 880

2 中都市 1,491,587 960

3 小都市Ａ 1,658,431 1,120

4 小都市Ｂ・町村 814,836 560

06 近畿 1 大都市 2,802,486 1,520

2 中都市 2,719,421 1,720

3 小都市Ａ 1,909,452 1,280

4 小都市Ｂ・町村 713,957 480

07 中国 1 大都市 477,664 280

2 中都市 1,318,709 800

3 小都市Ａ 587,876 400

4 小都市Ｂ・町村 527,800 360

08 四国 1 大都市 － －

2 中都市 701,001 400

3 小都市Ａ 373,083 240

4 小都市Ｂ・町村 503,419 320

09 九州・沖縄 1 大都市 1,044,900 560

2 中都市 1,517,405 880

3 小都市Ａ 1,529,326 1,000

4 小都市Ｂ・町村 1,519,520 1,000

合計 49,062,530 30,000

（資料）「平成17年国勢調査」

地方・都市階級別調査対象世帯数、調査世帯数

注１  調査対象世帯数＝一般世帯数
注２  平成19年４月１日現在
      （平成17年国勢調査（平成17年10月１日)から平成19年４月１日までの間に

配置分合のあった市町村については、都市階級を組替えて算出している。）

 


